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【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 0円

(発行価額の総額に新株予約権の
行使に際して払込むべき金額の
合計額を合算した金額) 126,522,000円(注)
(注) １．本募集は、平成22年６月29日開催の当社定時株主総会の

決議および平成22年６月29日に開催された当社取締役

会の決議に基づく、ストックオプション付与を目的とす

る新株予約権の発行に関するものです。

　　 ２．募集金額は、新株予約権がストックオプションとしての目

的で発行され、新株予約権につき金銭による払込みを要

しないため、０円とします。

３．新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場

合、新株予約権の割当を受けた者がその権利を喪失した

場合、及び当社が取得した新株予約権を消却した場合に

は、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に

際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額

は減少します。

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。  

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  

 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)  

 株式会社名古屋証券取引所  

 (名古屋市中区栄三丁目８番20号)  

（注）本有価証券届出書は、本来平成22年６月29日に関東財務局長に提出すべきものでしたが、当社手続

き上の不備により提出することができず、本日提出するにいたったものです。
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第一部 【証券情報】

第１ 【募集要項】

１ 【新規発行新株予約権証券】

(1) 【募集の条件】

 

発行数 990個

発行価額の総額 ０円

発行価格 ０円

申込手数料 該当事項はなし。

申込単位 １個

申込期間 平成22年７月14日

申込証拠金 該当事項はなし。

申込取扱場所
株式会社トーカイ　総務本部　人事部
（岐阜県岐阜市若宮町九丁目16番地）

払込期日 該当事項はなし。

割当日 平成22年７月15日

払込取扱場所 該当事項はなし。

(注) １　新株予約権証券（以下、「本新株予約権」という。）については、平成22年６月29日開催の当社第55回定

時株主総会及び平成22年６月29日に開催された取締役会においてその発行の決議をしております。

２　申込みの方法

　　申込取扱場所において所定の申込証を提出することにより行うこととします。

３　本新株予約権の募集はストックオプション付与の目的をもって行うものであり、本新株予約権は当社及

び当社子会社の取締役及び執行役員に割り当てられます。

　　割当先の概要は以下のとおりであります。

対象者 人数 割り当てられる本新株予約権の個数

当社取締役 ８名 510個

当社執行役員 ８名 200個

当社子会社の取締役及び執行役員 12名 280個

合計 28名 990個

（注）当社子会社の取締役及び執行役員には、当社が発行済株式の総数を所有しない会社１社の取締役
１名を含みます。
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(2) 【新株予約権の内容等】

 

新株予約権の目的とな

る株式の種類

当社普通株式

権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式

単元株式数は100株

新株予約権の目的とな

る株式の数

99,000株

新株予約権の目的たる株式は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株

式の数は100株とする。

ただし、当社が、株式分割（当社普通株式の無償割当を含む。以下同じ。）また

は株式併合を行う場合、次の算式により上記目的たる株式の数を調整するもの

とする。

なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却されて

いない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未

満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合等、株式数の

調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交

換または株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するも

のとする。

新株予約権の行使時の

払込金額

１．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額  

127,800円

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に

より交付を受けることができる株式１株当たりの払込金額（以下「行使価

額」という。）に当該新株予約権の目的たる株式の数を乗じて得た金額とす

る。

 

２．行使価額

1,278円

 

３．行使価額の調整

調整後行使価額＝調整前行使価額×（１/分割・併合の比率）

また、割当日後に、時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分（新

株予約権または平成14年４月１日改正前商法第280条ノ19の規定に基づく新株

引受権の行使による場合を除く。）を行う場合は、次の算式により行使価額を

調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げるものとする。その他、新

株予約権（その権利行使により発行される株式の発行価額が新株予約権発行

時の時価を下回る場合に限る。）を発行する場合についても、これに準じて行

使価額は調整されるものとする。

なお、次の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から、当

社の保有する自己株式数を控除した数をいうものとし、自己株式の処分を行う

場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１

株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

 

 
 
調整後
行使価格

 
 
＝

 
 
調整前
行使価額

 
 
×

 
既発行
株式数

 
＋

新規発行
株式数

×
１株当たり
払込金額

 

新株式発行前１株当たり時価
既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

 

上記の場合のほか、割当日後に、当社が合併等を行う場合、その他これらの場合

に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で、行使

価額は適切に調整されるものとする。
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新株予約権の行使によ

り株式を発行する場合

の株式の発行価額の総

額

金126,522,000円

（注）新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の

割当を受けた者がその権利を喪失した場合、及び当社が取得した新株

予約権を消却した場合には、新株予約権の払込金額の総額に新株予約

権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額は減

少します。

新株予約権の行使によ

り株式を発行する場合

の株式の発行価格及び

資本組入額

１．株式の発行価格（１株当たり）　1,278円

２．資本組入額（１株当たり）

　①増加する資本金の額　639円　②増加する資本準備金の額　639円

新株予約権の行使期間 平成24年６月30日から平成27年６月29日までとする。

 

新株予約権の行使請求の受付場

所、取次場所及び払込取扱場所

１．行使請求受付場所：株式会社トーカイ　総務本部　人事部

２．行使請求取次場所：該当事項はありません。

３．行使請求払込取扱場所：株式会社大垣共立銀行岐阜支店

新株予約権の行使の条件

１．権利行使時において、当社の取締役及び従業員並びに当社子会

社の取締役及び従業員であること。また、諸般の事情を考慮の

上、取締役会が特例として認めた場合は、権利の行使を認める

ものとする。

２．新株予約権の相続は認められないものとする。

３．その他の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当

社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権引受契約」

に定めるところによる。

自己新株予約権の取得の事由及

び取得の条件

１．当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分

割契約もしくは新設分割計画、または当社が完全子会社となる

株式交換契約もしくは株式移転計画が株主総会で承認された

ときは、当社は、当社取締役会が別途定める日に、新株予約権を

無償で取得することができる。

２．新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使

の条件」の１に規定する条件に該当しなくなった場合、当社

は、当社取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で

取得することができる。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡はこれを認めない。

代用払込みに関する事項 該当事項はありません。

組織再編成行為に伴う新株予約
権の交付に関する事項
 

当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、
新設分割、株式交換または株式移転（以下これらを総称して「組織
再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発
生の時点において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」
という。）の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第
236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対
象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交
付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、
再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、
以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合
併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転
計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と
同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
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(3) 新株予約権の目的たる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の目的と
なる株式の数」に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価
額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、前記「新株予約権の
行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られ
る再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約
権の目的たる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額と
する。

(5) 新株予約権の行使期間
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期
間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、
前記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期
間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により再編対象会社が株式を発行する場合
における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
下記①及び②に準じて決定する。
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加
する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い
算出される資本金等増加限度額に２分の１を乗じて得た額
とし、計算の結果生ずる１円未満の端数は、これを切り上げ
るものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加
する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額か
ら上記①に定める増加する資本金の額を減じて得た額とす
る。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の禁止
譲渡による新株予約権の取得については、これを認めない。

(8) 新株予約権の取得事由及び条件
前期「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」に準じ
て決定する。

(注) １．新株予約権の行使請求及び払込の方法

(1) 新株予約権を行使する場合には、当社が定める様式による新株予約権行使請求書に必要事項を記入

し、記名押印または署名のうえ、これを行使請求受付場所に提出するものとする。

(2) 前記(1)の「新株予約権行使請求書」の提出とともに、新株予約権の行使に際して出資される財産

の価額に行使に係る新株予約権数を乗じた金額を、現金にて新株予約権の行使請求の払込取扱場所

の当社の指定する口座に当社の指定する日時までに振り込むものとする。

２．新株予約権の行使の効力発生時期等

(1) 新株予約権の行使の効力は、行使請求受付場所において受領され、かつ上記１．(2)に定める払込金

が指定口座に入金された時に生じるものとする。

(2) 新株予約権の行使により新株予約権者が取得する株式に対する剰余金の配当は、会社法並びに当社

定款の定めにより支払うものとする。
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(3) 【新株予約権証券の引受け】

該当事項はありません。

 

２ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

 

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

126,522,000 2,000,000 124,522,000

　（注）発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

 

(2) 【手取金の使途】

今回の募集は、ストックオプションを目的として発行するものであり、資金調達を目的としておりません。

また、新株予約権の行使による資金の払い込みは、新株予約権の割当てを受けた者の判断によるため、現時点

でその金額及び時期を資金計画に織り込むことは困難であります。従って、手取金は運転資金に充当する予定で

ありますが、具体的な金額については、行使による払込のなされた時点の状況に応じて決定いたします。
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第２ 【売出要項】

該当事項はありません。

 

 

 

第３【第三者割当の場合の特記事項】

  該当事項はありません。

 

 

 

第４ 【その他の記載事項】

該当事項はありません。
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第二部 【公開買付けに関する情報】

第１【公開買付けの概要】
　　該当事項はありません。

 

第２【統合財務情報】
　　該当事項はありません。

 

第３【発行者（その関連者）と対象者との重要な契約】
　　該当事項はありません。

 

第三部 【追完情報】
１　事業等のリスク

後記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書（第55期）に記載された「第一部　企業情報　第２　事業

の状況　４　事業等のリスク」について、当該有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書提出日（平成22年

10月20日）までの間において生じた変更その他の事由はありません。

 

２　臨時報告書の提出

　後記「第四部　組込情報」に記載の有価証券報告書（第55期事業年度）の提出日（平成22年６月30日）以後、

本有価証券届出書提出日（平成22年10月20日）までの間において金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内

容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、平成22年７月１日に臨時報告書を関東

財務局長に提出しております。

　その報告内容は下記のとおりであります。

 

(1) 株主総会が開催された年月日

平成22年６月29日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金の処分の件

 イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項およびその総額

 当社普通株式１株につき金12円　総額 213,978,192円

 ロ 効力発生日

 平成22年６月30日

  

第２号議案 取締役８名選任の件

 取締役として、小野木孝二、大野隆章、安藤嘉章、山田豊、土井敏正、臼井忠彦、柴田隆および樋
口政廣を選任する。

  

第３号議案 当社の子会社の取締役および使用人に対するストック・オプションとして新株予約権を発
行する件

  

第４号議案 取締役に対するストック・オプションのための報酬枠設定の件

  

第５号議案 当社株式の大量買付提案に対する対応方針（買収防衛策）を継続して導入する件
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果
(賛成割合)

第１号議案 142,201 3,674 ─ (注)１ 可決 (97.48％)

第２号議案    (注)３   

小野木　孝二 142,231 3,635 9  可決 (97.50％)

大野　隆章 142,622 3,244 9  可決 (97.77％)

安藤　嘉章 142,349 3,517 9  可決 (97.58％)

山田　豊 142,660 3,206 9  可決 (97.80％)

土井　敏正 142,660 3,206 9  可決 (97.80％)

臼井　忠彦 142,655 3,211 9  可決 (97.79％)

柴田　隆 142,660 3,206 9  可決 (97.80％)

樋口　政廣 142,617 3,249 9  可決 (97.77％)

第３号議案 144,472 1,394 9 (注)２ 可決 (99.04％)

第４号議案 144,558 1,308 9 (注)１ 可決 (99.10％)

第５号議案 130,330 15,545 ─ (注)１ 可決 (89.34％)

(注) １  出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

２  議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該

株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。

３　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該

株主の議決権の過半数の賛成であります。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計

したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反

対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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第四部 【組込情報】

次に掲げる書類の写しを組み込んでおります。

 

有価証券報告書
事業年度
(第55期)

自　平成21年４月１日
至　平成22年３月31日

平成22年６月30日
関東財務局長に提出

 

なお、上記書類は、金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して提出し

たデータを開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)

Ａ４－１に基づき本有価証券届出書の添付書類としております。

 

第五部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

 

第六部 【特別情報】

第１ 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
　

　

平成21年６月26日

株式会社トーカイ

取　締　役　会　御　中

　

監査法人　トーマツ 　

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　西　　松　　真　　人　　㊞

　 　 　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　鈴　　木　　晴　　久　　㊞

　

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社トーカイの平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの連結会計年度の

連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フ

ロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行

われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、株式会社トーカイ及び連結子会社の平成２１年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示している

ものと認める。
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社トーカ

イの平成２１年３月３１日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及

び運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統

制報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を

完全には防止又は発見することができない可能性がある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠

して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な

虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行わ

れ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体

としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、株式会社トーカイが平成２１年３月３１日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると

表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の

評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示して

いるものと認める。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　
 

※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)

が別途保管しております。

２　連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
　

　

平成22年６月29日

株式会社トーカイ

取　締　役　会　御　中

　

有限責任監査法人　トーマツ 　

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　西　　松　　真　　人　　㊞

　 　 　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　鈴　　木　　晴　　久　　㊞

　

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社トーカイの平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの連結会計年度の

連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フ

ロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行

われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、株式会社トーカイ及び連結子会社の平成２２年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了す

る連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示している

ものと認める。
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社トーカ

イの平成２２年３月３１日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及

び運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統

制報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を

完全には防止又は発見することができない可能性がある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠

して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な

虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行わ

れ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体

としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見

表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、株式会社トーカイが平成２２年３月３１日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると

表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の

評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示して

いるものと認める。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　
 

※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)

が別途保管しております。

２　連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

　

EDINET提出書類

株式会社トーカイ(E04826)

有価証券届出書（組込方式）

14/16



独立監査人の監査報告書
　

　

平成21年６月26日

株式会社トーカイ

取　締　役　会　御　中

　

監査法人　トーマツ 　

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　西　　松　　真　　人　　㊞

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　鈴　　木　　晴　　久　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社トーカイの平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの第５４期事業年

度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行っ

た。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表

明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社トーカイの平成２１年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成

績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　
 

※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)

が別途保管しております。

２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
　

　

平成22年６月29日

株式会社トーカイ

取　締　役　会　御　中

　

有限責任監査法人　トーマツ 　

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　西　　松　　真　　人　　㊞

　 　 　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　鈴　　木　　晴　　久　　㊞

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社トーカイの平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの第５５期事業年

度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行っ

た。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表

明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社トーカイの平成２２年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成

績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　
 

※１　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)

が別途保管しております。

２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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